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令和５年第１３回 熊野町農業委員会 

１．開催日時   令和５年１２月２０日（水）午前９時 

２．開催場所   役場３階 ３０３会議室 

３．出席委員（１０人） 

     委員         １番 近藤 秀樹 

委員         ２番 橋川 勝則 

委員         ３番 住川 由子 

委員          ４番 庄賀 深雪 

委員         ５番 福垣内 信行 

委員         ６番 中村 家隆 

委員         ７番 井尻 隆雄 

委員          ８番 菅尾 寛治 

会長職務代理者     ９番 木原 哲男 

会長         １０番 空田 忠 

４．欠席委員          

 

 ５．農地利用最適化推進委員 

委員            世良 次生 

委員            稲垣 寿計 

委員            近藤 信二 

委員            荒滝 直洋 

 

 ６．議事録署名委員（２人） 

委員           ２番 橋川 勝則 

委員         ３番 住川 由子 

 

７．農業委員会事務局職員 

    事務局長               中原 幸成 

課長補佐              諏訪本 壮太 

主査                内田 直人 

  



会議の概要 

議長 ただいまの出席委員は１０名です。熊野町農業委員会会議規則第６条の規定

による定足数に達していますので、ただ今から令和５年第１３回熊野町農業委

員会を開会します。会議規則第１３条の議事録署名者２名について、こちらか

ら指名します。２番 橋川委員、３番 住川委員を指名します。それでは、議

事日程に従って審議に入ります。事務局より、議案の朗読をさせます。 

事務局 （議事日程 朗読） 

議長 

 

日程第１、議案第３９号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題とします。事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局  議案第３９号の農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたし

ます。申請地は、○○○○を阿戸方面に進行し、○○○○に向かうために右折

して５０ｍ程進行した道沿いにある田１筆で、現状も田として管理されていま

す。譲渡人の○○○○氏は町外在住で高齢となり今後耕作が難しくなってきた

ため、申請地の隣接地で、耕作を行っている○○○○氏が効率的に耕作できる

ということで、所有権移転をされることになりました。農業の経験も農機具の

保有も十分ですので問題のないものと考えております。以上のことから、許可

相当であると判断しております。以上です。 

議長 ありがとうございました。ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進

委員の調査結果の報告ならびに補足説明を求めます。荒滝委員、お願いしま

す。 

荒滝委員  議案第３９号について、事務局と１２月１４日に現地で確認を行いました。 

申請地は、事務局の説明のとおり、新宮地区にある○○○○に向かう道路に沿

いにある田１筆で、現状も田として耕作していることを確認しました。 

○○○○氏が高齢となり町外在住で今後耕作を行うことが困難なことから、隣

接地で耕作をしている○○○○氏に譲渡することになりました。○○○○氏は、

現在もご家族で耕作をされており、一体で管理されるということです。現状、

○○○○氏の自身の農地も適切に管理されており、一定的に管理していくうえ

で支障もないため、許可しても問題ないものと考えております。以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 



議長 質問がないようですので、お諮りします。日程第１、議案第３９号「農地法

第３条の規定による許可申請について」ご異議はありませんか。 

議場 （全員：異議なし） 

議長 異議なしと認めます。よって、日程第１、議案第３９号「農地法第３条の規

定による許可申請について」は原案どおり承認することに決定しました。続い

て、日程第２、議案第４０号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題とします。事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局  議案第４０号の農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたし

ます。申請地は、初神地区の農地で、○○○○に県道を直進し、○○○○の前

を左折後、２５０ｍほど直進した○○○○に向かう○○○○沿いにある田とな

ります。譲受人の○○○○氏は申請地の隣接地で耕作をされていますが、１３

ページの航空写真を見て頂くと分かりやすいのですが、赤い線が現況の区画と

なっており、黒い線が境界となっております。このように、境界と現況が異な

っており、この度両者で話合われ、現況に併せて分筆等を行うことになりまし

た。現状も適切に管理されているので特に問題になることは無いと思われるこ

とから、許可相当であると判断しております。以上です。 

議長 ありがとうございました。ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進

委員の調査結果の報告ならびに補足説明を求めます。荒滝委員、お願いしま

す。 

荒滝委員  議案第４０号についても、事務局と１２月１４日に現地で確認を行いました。 

申請地は、事務局の説明のとおり、初神地区の農地で、○○○○に向かう○○

○○沿いにある田となり、現状も田として耕作していることを確認しました。

この度は、現況と境界が異なっていることから、現況にあわせる形で○○○○

氏から○○○○氏に譲渡されることになりました。このような状況を放置や口

約束のままにしておくと、代が変わった際などに困ることもあるかと思います

ので、双方が納得された形で早めに整理され、公的な手続きをされるというこ

とで良いことだと思われます。この件に関しては、現況と境界を一致されると

いうことで特に問題は無いと思われます。以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 



議長 質問がないようですので、お諮りします。日程第２、議案第４０号「農地法

第３条の規定による許可申請について」ご異議はありませんか。 

議場 （全員：異議なし） 

議長 異議なしと認めます。よって、日程第２、議案第４０号「農地法第３条の規

定による許可申請について」は原案どおり承認することに決定しました。続い

て、日程第３、議案第４１号「農地法第５条の規定による許可申請について」

及び日程第４、議案第４２号「農地法第５条の規定による許可申請について」

については、関連する内容ですので一括議題としたいと思いますがよろしいで

しょうか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。よって、日程第３、議案第４１号「農地法第５条の規

定による許可申請について」及び日程第４、議案第４２号「農地法第５条の規

定による許可申請について」については、一括議題とすることに決定いたしま

した。事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局  議案第４１号及び４２号の農地法第５条の規定による許可申請については、

関連する事業ですので一括でご説明をさせて頂きます。申請地は、川角地区に

ある田９筆で、○○○○から○○○○に向かって２００ｍほど先を右折し、１

５０ｍほど進行し左折後１００ｍ程下ったところに位置しており、現況は休耕

となっております。転用面積は、全体で５，０２０㎡となっており、転用目的

としましては、宅地造成し２０区画の住宅団地となる予定です。譲渡人は、譲

受人から住宅団地用地として購入したいとの申し出があり、今後、耕作を行う

予定もなく、管理していくことも難しく感じていたため所有権を移転されるこ

ととしました。その他、申請書及び添付書類に不備は無く、周辺農地や営農条

件に支障を及ぼす恐れも無いと認められることから、許可相当であると判断し

ております。なお、当該転用については、３，０００㎡を超えることから、広

島県農業会議が設置する常設委員会において意見照会を行う必要がございま

す。当該委員会に置いて意見があった場合は、意見の内容によっては再度ご審

議をして頂くことになりますのでご了承ください。特に意見が無い場合は、現

在、他法令による手続きを進めておられため、本件とあわせて同時許可を行う

予定です。説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議長 ありがとうございました。 



ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進委員の調査結果の報告なら

びに補足説明を求めます。稲垣委員、お願いします。 

稲垣委員  この月曜日の１８日に現地調査に行きました。場所は事務局から説明のあっ

たように、○○○○から今、○○○○が造成しているところなんですけれども、

そこを入って行く少し狭い道なんですが、元々、所有者の方も耕作ができない

ため荒れていて、周辺も耕作地がどんどん荒れてきていて、イノシシの隠れ家

になっているような場所でしたので、そういった点では今後、所有者の方も耕

作する意思はないということで良かったのかなとは思います。特段、大きな問

題は無いと思っておりますので、許可しても良いと思われます。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

中村委員  先ほど事務局から３０ａを超えるので、常設委員会に意見をという話があっ

たと思うんですけれども、４ｈａという基準もあると思うですが、違いはなに

でしょうか。 

事務局  はい。まず、４ｈａに関しては許可権者の話になります。広島県では、平成

１８年４月に、広島県知事が許可権限を有していたものについて、農業委員会

の会長に権限が移譲されました。但し、４ｈａを超える転用については、農林

水産大臣との協議が必要となります。この協議は知事が行う必要があるため、

４ｈａを超える転用は、農業委員会で許可する権限を有していないという事に

なります。次に、３０ａを超える場合ですが、こちらについては、３０ａを超

える転用は、農業会議に意見を聴く必要があると農地法で定められているため

この度は３０ａを超える転用となるため意見聴取を行うものです。 

中村委員  以前、○○○○が出来る際にも現地調査があったと思うけど今回もそういっ

た可能性があるっていうことで良いのかな。 

事務局  そのとおりです。 

議長 他に何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 質問がないようですので、お諮りします。日程第３、議案第４１号「農地法

第５条の規定による許可申請について」及び日程第４、議案第４２号「農地法

第５条の規定による許可申請について」ご異議はありませんか。 

議場 （全員：異議なし） 



議長 異議なしと認めます。よって、日程第３、議案第４１号「農地法第５条の規

定による許可申請について」及び日程第４、議案第４２号「農地法第５条の規

定による許可申請について」は原案どおり承認することに決定しました。続い

て、日程第５、議案第４３号「農地法第５条の規定による許可申請について」、

日程第６、議案第４４号「農地法第５条の規定による許可申請について」及び

日程第７、議案第４５号「農地法第５条の規定による許可申請について」につ

いては、関連する内容ですので一括議題としたいと思いますがよろしいでしょ

うか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。よって、日程第５、議案第４３号「農地法第５条の規

定による許可申請について」、日程第６、議案第４４号「農地法第５条の規定

による許可申請について」及び日程第７、議案第４５号「農地法第５条の規定

による許可申請について」については、一括議題とすることに決定いたしまし

た。事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局  議案第４３、４４号及び４５号の農地法第５条の規定による許可申請につい

ては、関連する事業ですので一括でご説明をさせて頂きます。申請地は、出来

庭地区にある田５筆で、○○○○から○○○○を挟んで向かい側にあるところ

に位置しており、現況も田となっております。転用面積は、全体で３，６６６

㎡となっており、転用目的としましては、宅地造成し、飲食店舗と来客用の駐

車場等となる予定です。譲渡人は、譲受人から商業用施設用地として使用した

いとの申し出があり、高齢となり今後耕作を行うことも難しくなることから、

当該申し出を受けられました。その他、申請書及び添付書類に不備は無く、周

辺農地や営農条件に支障を及ぼす恐れも無いと認められることから、許可相当

であると判断しております。 

なお、先ほどの議案と同様に３，０００㎡を超えることから、広島県農業会議

が設置する常設委員会において意見照会を行うものです。なお、本議案につい

ても、現在、他法令による手続きを進めておられ、常設委員会において意見が

無ければ、本件とあわせて同時許可を行う予定です。説明は以上でございます。

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議長 ありがとうございました。ただいまの説明に関連して、農地利用最適化推進

委員の調査結果の報告ならびに補足説明を求めます。世良委員、お願いしま



す。 

世良委員  事務局と１２月１４日に現地を確認してきました。申請地は事務局の説明の

とおり、出来庭地区で、○○○○の○○○○から道を挟んで向かい側の田５筆

で、現状も田として管理をされています。○○○○や○○○○が出来たことで、

この周辺ではこの５筆のみが農地として残っている状況でした。交通量も増え、

住宅団地と商業施設に挟まれた形で、所有者も複数人おり効率的な農業が行え

る環境にもないと思いますし、今後、所有者も高齢となり周辺が活性かする中

でここだけが、荒廃農地となるよりは、このように有効活用した方が良いのか

と思われます。以上です。 

議長 ありがとうございました。当案件について、何か質問はありませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 質問がないようですので、お諮りします。日程第５、議案第４３号「農地法

第５条の規定による許可申請について」、日程第６、議案第４４号「農地法第

５条の規定による許可申請について」及び日程第７、議案第４５号「農地法第

５条の規定による許可申請について」ご異議はありませんか。 

議場 （全員：異議なし） 

議長 異議なしと認めます。よって、日程第５、議案第４３号「農地法第５条の規

定による許可申請について」、日程第６、議案第４４号「農地法第５条の規定

による許可申請について」及び日程第７、議案第４５号「農地法第５条の規定

による許可申請について」は原案どおり承認することに決定しました。続いて、

日程第８、議案第４６号「農地法第５条の規定による許可申請について」及び

日程第９、議案第４７号「農地法第５条の規定による許可申請について」につ

いては、関連する内容ですので一括議題としたいと思いますがよろしいでしょ

うか。 

議場 (全員：異議なし) 

議長 異議なしと認めます。よって、日程第８、議案第４６号「農地法第５条の規

定による許可申請について」及び日程第９、議案第４７号「農地法第５条の規

定による許可申請について」については、一括議題とすることに決定いたしま

した。事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局  議案第４６号及び４７号の農地法第５条の規定による許可申請については、



関連する事業ですので一括でご説明をさせて頂きます。本件については、農業

振興整備区域内にある農用地ということで、広島県に農用地から除外すること

を協議し同意を得たもので、広島県に協議を行うにあたり、１０月２０日に開

催された農業委員会において説明をさせて頂いた内容から変更はございません

が改めて説明をさせて頂きます。申請地は、初神地区の農地で、○○○○に県

道を直進し、○○○○の前を左折後、２５０ｍほど直進した○○○○に向かう

○○○○沿いにある田となります。議案４６号については、土地所有者の孫が

分家住宅の建設用地として、議案４７号は分家住宅を建設するには議案４６号

の土地が道路に面していないことから、進入路として転用するものでございま

す。分家住宅の建設地は現在も田として水稲を行われておりますが、当該地以

外に住宅の建設が可能な土地を所有していないことから、７７５㎡のうちの２

８０㎡を住宅用地として転用するものです。議案４７号については、先ほども

ご説明をしたとおり、住宅建設地が道路に接しておらず、現状のままでは、建

設の許可が下りないことから、土地所有者である○○○○氏に進入路として所

有権の移転を申し出たところ、当該地は５６㎡と狭小かつ三角形となっており、

農地には適しておらず今後も耕作の予定がないことから同意をされたもので、

進入路として最低限の面積として、２８．７１㎡を転用されることになりまし

た。現在、他法令による手続きを進めておられ、本件とあわせて同時許可を行

う予定です。説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議長 ありがとうございました。当案件については、令和５年１０月２０日に開催

した令和５年第１１回農業委員会で既に審議し、農地利用最適化推進委員の調

査結果の報告及び補足説明についても説明済でありますので、農地利用最適化

推進委員による説明は省略することとします。当案件について、何か質問はあ

りませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 質問がないようですので、お諮りします。日程第８、議案第４６号「農地法

第５条の規定による許可申請について」及び日程第９、議案第４７号「農地法

第５条の規定による許可申請について」ご異議はありませんか。 

議場 （全員：異議なし） 

議長 異議なしと認めます。よって、日程第８、議案第４６号「農地法第５条の規

定による許可申請について」及び日程第９、議案第４７号「農地法第５条の規



定による許可申請について」は原案どおり承認することに決定しました。続い

て、日程第１０、議案第４８号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題とします。事務局から議案の説明をお願いします。 

事務局  議案第４８号の農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明をさせ

て頂きます。本件については、先ほどの議案と同様に、農業振興整備区域内に

ある農用地ということで、広島県に農用地から除外することを協議し同意を得

たものでございます。新宮地区の農地で、○○○○から○○○○に県道を７０

０ｍ程、直進した、左手にある田４筆で現在は休耕となっております。 

申請地について相続により申請者が相続をしたものの、高齢となり今後も耕作

の予定が無いため、耕作放棄地となり可能性が高いため、太陽光事業者に売買

して利活用を行ってもらえればと考えられ、農用地区域からの除外申出がされ

ております。除外面積は、２，４７４㎡で、パネル設置枚数は２１２枚となっ

ております。説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

議長 ありがとうございました。当案件についても、令和５年１０月２０日に開催

した令和５年第１１回農業委員会で既に審議し、農地利用最適化推進委員の調

査結果の報告及び補足説明についても説明済でありますので、農地利用最適化

推進委員による説明は省略することとします。当案件について、何か質問はあ

りませんか。 

議場 (全員：質問なし) 

議長 質問がないようですので、お諮りします。日程第１０、議案第４８号「農地

法第５条の規定による許可申請について」ご異議はありませんか。 

議場 （全員：異議なし） 

議長 異議なしと認めます。よって、日程第１０、議案第４８号「農地法第５条の

規定による許可申請について」は原案どおり承認することに決定しました。続

いて、日程第１１、報告第２１号「農地法第５条第１項第６号の規定による届

出について」、事務局から報告をお願いします。 

事務局  熊野町農業委員会事務局規程第７条第２項に基づき、１１月の間に専決処分

した届出書の受理について、同規程第８条に基づき、報告します。報告第２１

号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出については、議案３７ページ

から４０ページまでのとおり、中溝地区で１件ございました。 



以上が専決処分した届出書等の報告です。 

議長 ありがとうございました。以上で本日の日程はすべて終了しました。会議全

般やその他で何かご質問等はないでしょうか。 

議場 (全員：質問なし) 

議場  無いようですので、事務局から事務連絡をお願いします。 

事務局 （事務連絡） 

議長 ありがとうございました。以上で本日の日程はすべて終了しました。次回の

農業委員会は１月２２日（月）に開催予定です。議案については１月１１日

（木）以降に事務局から送付予定です。以上をもちまして、令和５年第１３回

熊野町農業委員会を閉会します。 

 


